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特定非営利活動法人千葉県介護支援専門員協議会は
令和７年４月１日より

　一般社団法人
　千葉県介護支援専門員協議会
　　　　　　　として活動をスタートします !!

ここに テキスト を 入力
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特定非営活動法人と一般社団法人は行政上「別法人」となるため、自動で
会員を移行することができません。お手数をおかけいたしますが、以下の
とおり移行手続きをお願いいたします。（裏面をご覧ください）
ご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
　・� 月 �� 日までに入会手続きを済ませることで入会金は無料となります。
　・� 月 �� 日を過ぎますと、自動退会となりますのでご注意ください。

退会届（特定非営利活動法人千葉県介護支援専門員
協議会）を記入してください。

今回の同封物２点

入会届（一般社団法人千葉県介護支援専門員協議会）
を記入してください。

返信用封筒に同封のうえ、ポストに投函してください。

会員の皆様への会員移行作業のお願い

２

３

１

会 員 サ ー ビ ス を 継 続 ＆ 充 実 へ !
介 護 支 援 専 門 員 職 能 団 体 と し て の 役 割 を 強 化 ！

裏面もご覧ください

会員のみなさまへ

電話 ０４３ー２０４ー３６３１    ＦＡＸ ０４３－２０４－３６３２
ホームページ　https://www.chiba-cmc.com/　

千葉県千葉市中央区千葉港４番５号　千葉県社会福祉センター５階

一般社団法人千葉県介護支援専門員協議会  
 （旧：特定非営利活動法人千葉県介護支援専門員協議会）

返信用封筒入会届・退会届
（両面刷り）



一般社団法人に移行する目的

会員移行のお手続き

千葉県の医療・保健・福祉を支え、
迫りくる多様な課題に対応するべく、
専門職団体としての活動を強化させ
ます。加えて専門職団体としての充
実や地位の向上を目的とした活動を
行います。

入会届と退会届（両面刷り）
を記入してください。印鑑は
不要です。

令和７年４月末までに投函
（切手不要）いただ方は入会
金が無料となります。

４月上旬に払込用紙が届
きますので年会費を納付
ください。

約１か月ほどで会員証
が郵送で届きます。

　一般社団法人　千葉県介護支援専門員協議会

会員種別 ・一般社団法人にも、現在と同様の会員種別を設けています。
・移行する会員種別は現在と同区分となります。

特定非営利活動法人 一般社団法人
正会員

正会員
準会員

賛助会員 賛助会員

入会金・年会費

会費区分 一般社団法人
入会金   3,000 円

正会員
年会費 10,000 円
入会金 10,000 円 賛助会員

（団体）年会費 20,000 円

活動の柔軟性向上
より広範な活動や連携が
可能となり、介護支援専
門員の皆様に対する支援
の幅が広がります。

法人格変更により、外部
からの信頼が高まり、活
動の透明性や安定性が向
上します。

令和７年５月の第１
１３回研修会

　　　会員は参加費
無料 !!

資金調達の拡充

助成金や寄付を受けやす
くなり、さらに充実した
支援活動が行えます。

会員支援の強化
研修やサポート体制の
充実を図り、会員の皆
様への支援が一層強化
されます。

信頼性と安定性の強化

　・4 月 30 日を過ぎますと、自動退会となりますのでご注意ください。

・正会員の入会金・年会費には日本介護支援専門員協会納入分も含まれています。
　・4 月 30 日までの手続きで入会金は無料！
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